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教育委員会の活動

職 名 氏 名 任 期 職 業

教 育 長 小田嶋 満 令和４年４月１日～令和７年３月３１日

教 育 長
職務代理者

田中 雅文 令和２年１０月１日～令和６年９月３０日 日本女子大学名誉教授

委 員 石井 孝 令和２年４月１日～令和６年３月３１日
元神奈川県警察
川崎市警察部長

委 員 野村 浩子 令和４年４月１日～令和８年３月３１日 フリーアナウンサー

委 員 芳川 玲子 令和４年１０月１日～令和８年９月３０日 大学教授

委 員 森川 多供子 令和５年４月１日～令和９年３月３１日
特別支援教育サポーター・

保護司

令和５年度 教育委員一覧

3



議案番号 件名 開催日

議案第1号 令和６年度川崎市使用教科用図書採択方針について及び同教科用図書の選定に係る諮問について

4月25日議案第2号 令和６年度川崎市立高等学校の入学者の募集及び選抜要綱について

議案第3号 人事について

議案第4号 令和６年度川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学者の募集及び決定に関する要綱について 5月16日

議案第5号 令和６年度川崎市立特別支援学校高等部及び聾学校幼稚部の入学者選抜要綱について
6月6日

議案第6号 川崎市立図書館規則の一部を改正する規則の制定について

議案第7号 川崎市教育委員会会議規則の一部を改正する規則の制定について

7月21日
議案第8号 人事について

議案第9号 川崎市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第10号 川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定について

議案第11号 令和６年度教職員人事異動方針について 8月8日

議案第12号 令和６年度使用小学校教科用図書の採択について

8月20日

議案第13号 令和６年度使用中学校教科用図書の採択について

議案第14号 令和６年度使用川崎高等学校附属中学校教科用図書の採択について

議案第15号 令和６年度使用高等学校教科用図書の採択について

議案第16号 令和６年度使用特別支援学校教科用図書の採択について（学校教育法第３４条第１項検定済教科用図書）

議案第17号
令和６年度使用特別支援学校小中学部及び小中学校特別支援学級教科用図書の採択について（学校教育法第３
４条第１項文部科学省著作教科用図書）

議案第18号
令和６年度使用特別支援学校小中学部及び小中学校特別支援学級教科用図書の採択について（学校教育法附則
第９条教科用図書）

議案第19号 令和６年度使用特別支援学校高等部教科用図書の採択について（学校教育法附則第９条教科用図書）

議案第20号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価に係る報告書（令和４年度版）について 8月22日

〇審議案件

令和５年度 教育委員会審議案件一覧

教育委員会の活動
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議案番号 件名 開催日

議案第21号 人事について
8月22日

議案第22号 人事について

議案第23号 川崎市高等学校奨学金支給条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
9月19日

議案第24号 人事について

議案第25号 令和６年度川崎市立高等学校入学定員について

10月24日

議案第26号 川崎市市民館に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則の制定について

議案第27号 川崎市立図書館に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則の制定について

議案第28号 第３期川崎市文化芸術振興計画の策定について

議案第29号 川崎市黒川青少年野外活動センターの指定管理予定者の決定について

議案第30号 人事について

議案第31号 免職処分取消等請求控訴事件について

11月14日議案第32号 令和５年度教職員表彰について

議案第33号 川崎市文化財保存活用地域計画（案）の策定について

議案第34号 人事について
12月26日

議案第35号 川崎市重要郷土資料指定に係る諮問について

議案第36号 川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について
1月16日

議案第37号 幸区新設小学校通学区域の設定等について

議案第38号 川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則の制定について

2月29日議案第39号 川崎市教育委員会請願等取扱要綱の改正について

議案第40号 人事について

〇審議案件

教育委員会の活動
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〇審議案件

議案番号 件名 開催日

議案第41号 川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則の制定について

3月12日

議案第42号 川崎市立学校の課程、学科及び部の設置に関する規則の一部を改正する規則の制定について

議案第43号 川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令の制定について

議案第44号 川崎市文化財保存活用地域計画の策定について

議案第45号 人事について

議案第46号 人事について

議案第47号 川崎市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について

3月26日

議案第48号
川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規
則の制定について

議案第49号 川崎市立学校の教職員の休職者の給与に関する規程の一部を改正する訓令の制定について

議案第50号 川崎市立学校教職員の人事評価に関する規程の一部を改正する訓令の制定について

議案第51号 通学区域の一部変更について

議案第52号 川崎市教職員育成指標の一部改正について

議案第53号 川崎市重要郷土資料の指定について

議案第54号 川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則の一部を改正する規則の制定について

議案第55号 「不登校対策の充実に向けた指針」（案）の策定について

教育委員会の活動
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番号 件名 開催日

請願第2号
（令和4年度）

２０２４年度使用教科書の採択に関し、「地域住民の民意を十分反映」できるための施策を求める請願について 4月25日

陳情第1号 中学３年不登校生徒（陳情者の娘）に関する学校対応の件について 審議しない

請願第1号 稲田小学校プール溢水問題に関する請願 審議しない

陳情第2号
川崎市の教職員の基本的人権を守る川崎市教育委員会教職員通報制度のガバナンスの確立と教職員人事課のコン
プライアンスの確立を求める陳情Ⅰ

9月19日

陳情第2号
川崎市の教職員の基本的人権を守る川崎市教育委員会教職員通報制度のガバナンスの確立と教職員人事課のコン
プライアンスの確立を求める陳情Ⅱ

取下げ

陳情第4号
川崎市の教職員の基本的人権を守る川崎市教育委員会教職員通報制度のガバナンスの確立と教職員人事課のコン
プライアンスの確立を求める陳情Ⅲ

取下げ

陳情第5号
川崎市の教職員の基本的人権を守る川崎市教育委員会教職員通報制度のガバナンスの確立と教職員人事課のコン
プライアンスの確立を求める陳情Ⅳ

取下げ

陳情第6号 新年度準備期間についての陳情 審議しない

陳情第7号 川崎市稲田小学校におけるプールの注水事故を受けて今後の再発防止に関する陳情 12月26日

陳情第8号 川崎市立学校教職員がいきいきと働くことができ民主的な教育委員会となることをめざす陳情 審議しない

陳情第9号 2024年度における公正な教科書採択のために（陳情） 審議しない

〇請願・陳情審議

〇報告事項

番号 件名 開催日

1
請願第２号（令和４年度）（２０２４年度使用教科書の採択に関し、「地域住民の民意を十分反映」できるた
めの施策を求める請願書）の報告について

4月7日

2 令和５年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験の実施について

3 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

4 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

5 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

教育委員会の活動
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〇報告事項

番号 件名 開催日

6 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

4月7日7 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

8 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

9 令和５年第１回市議会定例会について

4月25日
10 市議会請願・陳情審査状況について

11 「国史跡橘樹官衙遺跡群保存活用計画」における自己点検について

12 令和４年度川崎市社会教育委員会議の活動について

13 叙位・叙勲について

5月16日

14 陳情第１号の報告について

15 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

16 学校給食センター整備等事業 ＰＦＩ事業中間評価について

17 （仮称）川崎市民館・労働会館の再編整備について

18 八ケ岳少年自然の家の整備について

19 新川崎地区新設小学校の開校に向けた取組について

20 令和５年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験の応募状況について

6月6日

21 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について

22 市立図書館のシステム更新に伴うサービスの停止及び休館について

23 八ケ岳少年自然の家の再編整備について

24 令和４年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額等の報告について

25 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

教育委員会の活動
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〇報告事項

番号 件名 開催日

26 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について 6月6日

27 教科用図書採択の傍聴人の定員等について

7月21日
28 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

29 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

30 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

31 陳情第２号の報告について

8月8日

32 令和５年第３回市議会定例会について

33 市議会請願・陳情審査状況について

34 教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針に関する取組について

35 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について

36 令和5年度全国学力・学習状況調査結果報告について

8月22日

37 「川崎市総合計画」第3期実施計画・令和4年度事務事業評価結果について

38 公益財団法人川崎市学校給食会の経営状況について

39 公益財団法人川崎市生涯学習財団の経営状況について

40 令和4年度公益財団法人川崎市学校給食会「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について

41 令和4年度公益財団法人川崎市生涯学習財団「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について

42 （仮称）川崎市民館・労働会館の再編整備について

43 市民館・図書館への指定管理者制度の導入に向けた検討状況について

44 川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定について

45 川崎市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について

教育委員会の活動
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〇報告事項

番号 件名 開催日

46 令和4年度川崎市一般会計教育費の決算について

8月22日47 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

48 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

49 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について 9月19日

50 請願第1号の報告について

10月24日

51 令和5年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験の結果について

52 令和5年度川崎市学習状況調査結果報告について

53 令和4年度川崎市立小・中学校における児童生徒の問題行動・不登校等の調査結果について

54 令和5年度優良PTA表彰及びPTA活動功労者表彰について

55 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について

56 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について

57 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

58 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

59 叙位・叙勲について

11月14日

60 令和５年第４回市議会定例会について

61 市議会請願・陳情審査状況について

62 陳情第６号の報告について

63 陳情第７号の報告について

64 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

65 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

教育委員会の活動
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〇報告事項

番号 件名 開催日

66 学校施設の更なる有効活用に向けた実施方針（案）の策定について

11月14日

67 麻生区内学校施設包括管理業務委託の契約締結について

68 新川崎地区新設小学校の通学区域等の検討に係る進捗状況について

69 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

70 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

71 川崎市地域文化財顕彰制度における第６回川崎市地域文化財の決定について

12月26日

72 陳情第３号・第４号・第５号の報告について

73 令和５年度川崎市教育委員会職員（学芸員）採用選考の実施について

74 令和５年度川崎市教育委員会任期付職員（学芸員）採用選考の実施について

75 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

76 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

77 令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

1月16日78 坂戸小学校の校舎増築について

79 宮前平中学校の校舎増築について

80 令和５年第５回市議会定例会について

2月6日

81 市議会請願・陳情審査状況について

82 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の変更について

83 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の変更について

84 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について

85 学校施設の更なる有効活用に向けた実施方針について

86 市民館・図書館への指定管理者制度の導入に向けた仕様案の概要について

教育委員会の活動
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〇報告事項

番号 件名 開催日

87 川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業の契約の締結について

2月6日

88 労働会館改修工事請負契約の締結について

89 労働会館改修電気設備工事請負契約の締結について

90 労働会館改修空気調和設備その他工事請負契約の締結について

91 八ケ岳少年自然の家の再編整備及び自然教室の方向性の検討状況について

92 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について

93 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について

94 訴訟上の和解について

95 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

96 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

97 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

2月29日
98 教育委員学校視察の報告について

99 令和６年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験の実施について

100 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について

101 陳情第８号の報告について 3月12日

102 令和５年度川崎市教育委員会職員（学芸員）採用選考の実施結果について

3月26日

103 令和５年度川崎市教育委員会任期付職員（学芸員）採用選考の実施結果について

104 請願第２号の報告について

105 陳情第９号の報告について

106 学校運営協議会の設置及び学校運営協議会委員の委嘱・任命について

107 「川崎市立日本民家園運営基本方針」の策定について

教育委員会の活動
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年月日 式典名

1 令和5年11月28日 総合教育会議

〇総合教育会議への出席

令和５年度 教育委員会活動状況一覧

年月日 学校名

1 令和5年7月13日 西御幸小学校

2 令和5年11月16日 川崎高等学校

〇スクールミーティングの実施

教育委員会の活動

年月日 学校名

1 令和5年10月28日 大師小学校創立１５０周年記念式典

2 令和5年11月11日 日吉小学校創立１５０周年記念式典

3 令和5年11月11日 生田小学校創立１５０周年記念式典

4 令和5年11月18日 柿生小学校創立１５０周年記念式典

5 令和5年11月18日 小田小学校創立１５０周年記念式典

6 令和5年11月18日 菅生中学校創立５０周年記念式典

7 令和5年11月25日 野川小学校創立１５０周年記念式典

8 令和5年11月25日 宿河原小学校創立５０周年記念式典

9 令和5年12月2日 宮崎小学校創立１５０周年記念式典

10 令和5年12月16日 御幸小学校創立１５０周年記念式典

〇周年行事等への出席
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〇都道府県・指定都市教育委員研究協議会等への出席

年月日 会議名

1 令和5年11月17日 神奈川県市町村教育委員会連合会研修会

教育委員会の活動

〇学校視察

年月日 会議名

1 令和5年11月29日 枡形中学校（研究推進校）

2 令和5年12月4日 玉川中学校（研究推進校）

3 令和5年12月6日 小杉小学校（研究推進校）

4 令和5年12月6日 小倉小学校（研究推進校）

5 令和5年12月6日 西御幸小学校（研究推進校）

6 令和6年1月17日 東住吉小学校（研究推進校）

7 令和6年1月19日 はるひ野中学校（研究推進校）

8 令和6年1月26日 聾学校（研究推進校）
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〇その他行事等

年月日 内容等

1 令和5年7月21日 教科書採択勉強会

2 令和5年7月25日 教科書採択勉強会

3 令和5年7月26日 教科書採択勉強会

4 令和5年7月27日 教科書採択勉強会

5 令和5年8月7日 教科書採択勉強会

6 令和5年8月9日 教科書採択勉強会

7 令和5年8月24日 川崎市立学校教員採用試験面接官

8 令和5年8月25日 川崎市立学校教員採用試験面接官

9 令和5年8月25日 川崎市立学校教員採用試験面接官

10 令和5年9月2日 第５０回川崎市立中学校特別支援学級連合運動会

11 令和5年9月6日 川崎市立学校教員採用試験面接官

12 令和5年9月11日 川崎市立学校教員採用試験面接官

13 令和5年9月12日 川崎市立学校教員採用試験面接官

14 令和5年9月14日 川崎市立学校教員採用試験面接官

15 令和5年12月26日 教員表彰者・表彰式並びに発表会

16 令和6年1月5日 川崎市賀詞交換会

教育委員会の活動
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令和５年度の教育プラン事務事業の評価結果一覧 基本政策Ⅰ

基
本
政
策

施
策

概要
番
号

事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

基
本
政
策
　
Ⅰ
　
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
の
軸
を
作
る

施
策
１
　
キ

ャ
リ
ア
在
り
方
生
き
方
教
育
の
推
進

　社会のさまざまな領域において急激な構造変化が進
み、産業・経済の変容は雇用形態の多様化や流動化にも
つながっています。就職・進学を問わず子どもたちのキャ
リア形成をめぐる環境が大きく変化し、社会的・職業的自
立に向けて必要な資質・能力や態度を育てるキャリア教
育のさらなる充実が求められています。
　平成28（2016）年度からすべての市立学校で実施してい
る「キャリア在り方生き方教育」は、子どもたちの社会的
自立や共生・協働の精神を培う視点から、各学校におけ
る教育活動を幅広く見直し、これまでの取組を価値づけ、
改革していくための理念であり、子どもたちの自立に必要
な能力や態度を育てる教育です。
　小学校からの系統的な取組を通して「自分をつくる」、
「みんな一緒に生きている」、「わたしたちのまち川崎」の３
つの視点で、「学ぶこと、働くこと、生きることの尊さを実
感し、学ぶ意欲をもった人材」、「共生・協働の精神をも
ち、共生社会を実現していく人材」、「心のよりどころとして
のふるさと川崎への愛着をもち、将来の川崎の担い手と
なる人材」を育成していきます。そのため、特別活動を要
としつつ「かわさき共生＊共育プログラム」など既に各学
校で実践されている取組と教科等の学習活動を相互に
結びつけ、カリキュラム・マネジメントの充実を図り、引き
続き、すべての教育活動を通じて「キャリア在り方生き方
教育」を推進していきます。
　あわせて、急激な社会・産業構造の変化の中でも、子ど
もたち一人ひとりが将来直面するであろう現代的な諸課
題に、柔軟かつたくましく対応できる力を育て、自信を
持って可能性に挑戦することができるよう、将来の生活や
社会と関連付けながら、　「キャリア発達」の見通しを持っ
たり、振り返ったりする機会を設けていきます。
　また、子どもたちにとっては、1日の生活の大半を過ごす
「学校」が身近な「社会」であり、「学校」を通じて「社会」を
理解する取組の充実を行い、社会的自立と社会参画の
力を育みます。

1 キャリア在り方
生き方教育推
進事業

将来の社会的自立に必要な能力や
態度を育てていく「キャリア在り方生
き方教育」を推進するため、「手引
き」等関連する資料を活用しての研
修や担当者研修を通して理解を深
めるとともに、指導体制の構築や家
庭との連携を図ります。

①各学校におけるカリキュラム・マネジメントに基づいた
教育活動の充実（担当者研修会３回）
②「キャリア在り方生き方ノート」及び「キャリア・パスポー
ト」を活用した取組の推進
③研究推進校での研究結果等を活かした、キャリア在り
方生き方教育の推進（情報交換会３回、研究推進校報告
会１回）
④広報等による保護者等への理解促進

目標どおり達成できました。
①「キャリア在り方生き方教育・進路指導担当者研修会」を年間３回実施し、訪
問研修等149回実施することで各校の教育活動の充実を図ることができまし
た。
②「キャリア在り方生き方ノート」に加えた「市制100周年」に関するページを活
用した活動案を作成するとともに、「キャリア・パスポート」の活用について、長
期研究員とともに研究し、教職員の理解を深めました。ICTを活用したポート
フォリオについては、担当者に向けてアンケートを実施し、児童生徒の活用状
況について実態把握をしました。研究やアンケート結果から現時点では児童生
徒が自分の成長を振り返る際に紙ベースの活用が効果的であり、現時点での
電子化には課題が残ったため時期尚早と判断し、今後は電子化に向けた段階
的導入についてGIGA端末の活用状況等を踏まえ検討していきます。
③東小倉小学校と川崎高等学校附属中学校での研究を支援し、情報交換会３
回、担当者研修会で報告することで研究結果を広く市立学校へ周知啓発する
ことができました。
④市制100周年とキャリア在り方生き方教育の関係について理解を深めること
ができる保護者向けリーフレットを作成・配布することで保護者や地域の人々
へ理解促進を図ることができました。
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令和５年度の教育プラン事務事業の評価結果一覧 基本政策Ⅱ

基
本
政
策

施
策

概要
番
号

事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

2 学力調査・授
業改善研究事
業

学力の状況を的確に把握するため
に、調査・研究を行い、その結果を
活用して、子どもたちが「分かる」を
実感できる授業づくりを推進しま
す。

①市学習状況調査・市学習診断テストの実施及び結果の
活用推進
②全国学力・学習状況調査の結果に基づく、各学校にお
ける授業改善の推進
③実践事例集の活用による指導力の向上

目標どおり達成できました。
①市学習状況調査（教科調査及び学習に関する意識調査）は、４月に市立小
中学校及び市立聾学校の６学年（小４～中３）63,083人に実施しました。各学校
に対しては、実施方法や分析方法等の説明や校内研修の事例紹介、各教科
の調査結果に基づく授業改善例等を担当者説明会や研修（動画配信）で周知
しました。児童生徒・保護者に対しては、個人票を７月に配布し、学習状況を伝
え、ＧＩＧＡ端末との連携も含め学習改善に活用しています。
②全国調査は、調査結果を分析、研究し、明らかとなった課題と課題に対する
授業改善の手立てを担当者説明会などで共有し、各学校の取組を支援しまし
た。
③実践事例集は、学習指導要領に対応するとともに、市学習状況調査の結果
から川崎市の児童生徒の実態の応じた授業改善の手立てやＧＩＧＡ端末を効果
的に活用する実践事例を各教科等デジタル事例集として、各学校に周知しまし
た。

3 きめ細かな指
導推進事業

習熟の程度に応じた、きめ細かな
指導の充実のために、より有効な
指導形態や指導方法について研究
実践を進めます。

①GIGA端末導入や学習状況の効果を踏まえた有効な指
導に向けた研究実践の推進
②研究成果を活かした、習熟の程度に応じた学習など、
きめ細かな指導・学びの推進

目標どおり達成できました。
①GIGA端末におけるきめ細かな指導や学習状況調査を活用したきめ細かな
指導の活用モデルなどに関して、端末を活用した授業での活用方法など担当
者会にて研修を行いました。新しい川崎市学習状況調査のモデル校では経年
における調査結果をもとに端末を活用した研究実践を行いました。
②担当者会において、きめ細かな実践の具体例をあげて説明し、学校担当者
の役割を確認するなど各学校でのきめ細かな指導を推進しました。また、第１
回担当者会におけるアンケートを分析し、その結果をもとに、第２回で協議を行
うことや、近隣の学校ごと（基本として中学校区）で各学校での実情や取組につ
いて情報交換を行いました。

4 英語教育推進
事業

外国人と直接コミュニケーションを
図る機会を増やし、異文化を受容す
る態度を育成するため、研修の充
実により教員の指導力の向上を図
るとともに、外国語指導助手（ＡＬＴ）
を活用する等、英語教育を推進しま
す。

①英語教育推進リーダーの活用
②ALTの配置・活用による英語教育の推進
③小学校における中核英語教員（CET）研修の実施
④中学校、高等学校における外国語教育指導力向上研
修の実施
⑤小学校（外国語）教員養成課程修了者の採用

目標どおり達成できました。
①英語教育推進リーダーが長期研究員、学習状況調査分析委員を務める等、
活用を推進しました。
②ALTを小・中学校に107名、高等学校に６名、計113名を配置し、活用を推進し
ました。
③年３回の中核英語教員（CET）研修を実施しました。
④中学校２回、高等学校２回の外国語教育指導力向上研修を実施しました。
⑤小学校（外国語）教員養成課程修了者の採用が行われました。

5 理科教育推進
事業

企業や研究機関、大学と連携して、
技術者、研究者の派遣授業などの
実施を支援するとともに、理科支援
員の配置や中核理科教員（CST）の
養成などにより、若い教員の授業力
向上や観察・実験の機会の充実を
図り、魅力ある理科教育を推進しま
す。

①理科支援員配置による理科教育の推進
②横浜国立大学と連携した中核的理科教員（CST）養成
プログラムの実施（CST養成数延べ77人）
③CSTによる理科指導力向上のための教員研修の実施
（CSTによる研修数４講座）
④先端科学技術者の派遣授業の実施（実施回数16回）

ほぼ目標どおり達成できました。
①理科支援員を全小学校に配置し、学校の実情に応じて理科授業に関する支
援を実施しました。
②横浜国立大学の中核的理科教員（CST）養成プログラムを共同実施し、現職
教員４名が受講し、うち２名がＣＳＴに認定されました。また、他２名は２年間で
の履修のため、令和６年度の認定が見込まれます。
③CST認定者を講師とし、理科の安全指導に関する研修等を６回開催しまし
た。
④子どもたちの理科への興味・関心を高めるため、先端科学技術者の派遣授
業を17回行いました。

6 学校教育活動
支援事業

豊かな自然環境での宿泊体験を通
じて心身ともにたくましい児童の育
成を図るため、小学校５年生及び中
学校１年生において、八ケ岳少年
自然の家を利用して２泊３日の宿泊
体験学習を行います。また、教育活
動サポーターを各学校の要請に基
づいて配置します。

①教育活動サポーターの配置
②小・中・特別支援学校における自然教室の実施（八ケ
岳少年自然の家等）

ほぼ目標どおり達成できました。
①学習支援、教育相談支援等を行う教育活動サポーターを小学校79校に計
3,416回、中学校31校に計1,074回、高校１校に23回配置しました。教育活動サ
ポーターについては、学校が必要とする支援に対し、委託業者に登録されてい
るサポーターの支援の種類が合わず、配置できなかった場合があり、目標を若
干下回りましたが、今後は実績を踏まえたサポーターを配置できるよう、委託
業者と調整し、学校のきめ細やかな指導を支援してまいります。
②自然教室については、全校で実施しました。　また、現在、自然教室で利用し
ている八ケ岳少年自然の家の老朽化等を踏まえ、再編整備案等の検討と併せ
て、他施設の活用など、今後の自然教室の方向性に向けた検討を行いました。

基
本
政
策
　
Ⅱ
　
学
ぶ
意
欲
を
育
て

、
「

生
き
る
力

」
を
伸
ば
す

施
策
１
　
確
か
な
学
力
の
育
成

　「確かな学力」を育成するためには、「知識及び技能」
「思考力、判断力、表現力等」をバランスよく育み、主体的
に学習に取り組む意欲を養うことが必要となります。本施
策では、すべての子どもが「分かる」ことをめざして、１人
１台端末を最大限に活用しながら、「個別最適な学び」と
「協働的な学び」を一体的にした学習活動の充実を図って
いきます。
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令和５年度の教育プラン事務事業の評価結果一覧 基本政策Ⅱ

基
本
政
策

施
策

概要
番
号

事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

7 道徳教育推進
事業

各学校の実態を踏まえた道徳教育
の充実のため、道徳教育推進教師
研修や教員経験５年目以下の教員
を対象とした研修を行い、「特別の
教科　道徳」を要とし、学習指導要
領の趣旨を踏まえた道徳教育を推
進します。

①学習指導要領改訂の趣旨を踏まえた担当者研修等の
実施

ほぼ目標通りに達成できました。
①学習指導要領改訂の趣旨を踏まえ、担当者の研修を２回実施しました（双方
向型オンライン１回、集合型１回）。道徳教育を分かりやすく推進するための「学
校教育のカリキュラムマネジメント」の講演を実施し、教育活動全体を通じて児
童生徒の道徳性を養うことができるように推進しました。また、教員経験５年目
以下の教員を対象とした研修では、市内教員による講演や授業を参観しての
研究協議を通して、道徳科の授業づくりについて理解を深めることができまし
た。

8 読書のまち・か
わさき推進事
業

読書活動優秀団体（個人）や児童
生徒（学校）の表彰、川崎フロンター
レとの連携による読書推奨キャン
ペーンの実施等とともに、総括学校
司書や学校司書、学校図書館ボラ
ンティア等と学校が連携し、児童生
徒の読書活動を促します。

①「読書のまち・かわさき 子ども読書活動推進計画」に基
づく事業推進
②総括学校司書及び学校司書配置による学校図書館の
充実（総括学校司書：21人　学校司書：92人）
③図書ボランティアによる読書活動の推進
④司書教諭・図書担当教諭や統括学校司書・学校司書、
図書ボランティアの資質向上のための研修の実施（実施
回数：31回）
⑤川崎フロンターレ等との連携による読書活動の推進

ほぼ目標どおり達成しました。
①「読書のまち・かわさき 子ども読書活動推進計画」に基づき、家庭・地域・学
校における読書活動の推進に取り組みました。
②総括学校司書の配置（18名）とともに、新たに会計年度任用職員として学校
司書の配置（92校）を行いました。総括学校司書については、年度途中の退職
があり、年度途中に欠員分補充の追加選考を行いましたが、目標を下回りまし
た。引き続き、欠員分の補充を行っていきます。
③図書ボランティアによる学校図書館の環境整備や読み聞かせ等により、読
書活動を推進しました。
④司書教諭・図書担当教諭や総括学校司書・学校司書、図書ボランティアの研
修を26回実施しました。各区で行う図書ボランティア研修について、一部合同で
実施したため、目標を下回りましたが、今後も開催手法を含め、工夫しながら取
り組みます。
⑤読書活動優秀団体（個人）や児童生徒（学校）の表彰、川崎フロンターレと図
書館との協働により現役選手による読み聞かせイベントを１回実施するととも
に、ポスター、リーフレット、しおりを作成し、図書館等施設及び学校を通じて児
童生徒に配布しました。また、市内の小学校（３校）において川崎フロンターレ
のコーチ及び劇団ひとみ座による読み聞かせを実施しました。

9 子どもの音楽
活動推進事業

川崎市内在住・在学の生徒から成
る吹奏楽団を結成し、公演を行うと
ともに、ミューザ川崎シンフォニー
ホールで市内の小学生にプロの
オーケストラ演奏を鑑賞する機会を
提供するほか、音楽関係の部活動
に所属する生徒を対象に、市内音
楽大学と連携してより専門的な指導
を行うことで、演奏技術や表現力の
向上を目指す等の取組を行いま
す。

①「子どものためのオーケストラ鑑賞」の実施（体験者数：
10,000人以上）
②ミューザ川崎シンフォニーホールを舞台とした「子ども
の音楽の祭典」の実施
③市内音楽大学と連携した「ジュニア音楽リーダー」（中
学生）の育成（実施校数：20校）

ほぼ目標どおり達成できました。
①「子どものためのオーケストラ鑑賞」を実施し、計11,049人が体験しました。
（ミューザ川崎シンフォニーホール体験者数：8,954人／テアトロ・ジーリオ・ショ
ウワ体験者数：2,095人）
②子どもの音楽の祭典は、計画どおり１月に実施しました。
③市内音楽大学と連携した「ジュニア音楽リーダー」は、18校の実施となりまし
た。市内音楽大学と調整した日程で各学校の参加希望を集約しているため、学
校の希望日程と折り合わず、実施校数の目標を下回りましたが、今後も学校が
参加しやすい日程を見極めながら取組を進めます。

10 人権尊重教育
推進事業

人権尊重教育推進会議等での情報
交換及び各種研修や研究推進校・
実践推進校への研究支援を通して
教職員等の意識の向上を図りま
す。また、人権教育補助教材や子
どもの権利学習資料の作成、配布
を行うとともに、子どもの権利学習
派遣事業を通して子どもの人権感
覚を育みます。

①人権尊重教育推進会議を通じた情報共有や意見交換
の実施（会議開催回数：年1回）
②人権尊重教育研究推進校・実践推進校の研究支援及
び教職員やPTAを対象とした研修の実施（研修参加者
数：3,053人以上）
③人権尊重教育補助教材や子どもの権利学習資料等の
活用
④子どもの権利学習派遣事業の実施（派遣学級数：122
学級）
⑤学校におけるさまざまな人権課題に関する周知・啓発

ほぼ目標どおり達成できました。
①人権尊重教育推進会議については、書面開催にて１回実施しました。
②学校での実践については、人権尊重教育研究推進校３校、実践推進校２校
を定め、学校での人権尊重教育推進の取組を継続したことで、具体的な人権
尊重の視点に立った指導や支援の実践を通して人権尊重の学校づくりを進め
ることができました。また、研修については、オンラインや対面など様々な形態
等で実施し、4,051人が参加しました。
③教材等については、GIGA端末のジャムボードを活用した子どもの権利カード
の教材を開発し、各学校で活用するとともに、情報共有サイト人権尊重教育資
料に性的マイノリティの相談機関を掲載するなど、引き続き学校への情報提供
等の体制充実を図りました。
④子どもの権利学習派遣事業については、CAPプログラム子どもワークショッ
プを20校79学級が実施しました。また、大人ワークショップを教職員を含む幅広
い大人を対象に実施しました。また、新設した性の多様性プログラムを25校193
学級が実施しました。
⑤さまざまな人権課題に関する周知・啓発については、引き続きNPOと協力し
性的マイノリティ理解促進のための保護者向けリーフレットを配布しました。

11 多文化共生教
育推進事業

外国人教育推進連絡会議等での情
報交換及び「学校でできる多文化
ふれあい交流会」を通して教職員の
意識の向上を図ります。また、講師
派遣を通して子どもたちの異文化
理解の促進を図ります。

①さまざまな国や地域の文化を伝える外国人市民等を講
師として派遣する「多文化共生ふれあい事業」の推進（派
遣校数：62校、派遣人数187人）
②外国人教育推進連絡会議の開催を通じた情報共有や
意見交換の実施（会議開催回数：年１回）
③各学校の多文化共生教育の充実に向けた情報交換の
実施

ほぼ目標どおり達成できました。
①の外国人市民等講師については、延べ222人を学校に派遣しました。
②の外国人教育推進連絡会議については、１回対面開催により実施しました。
これまでの会議での意見聴取により内容を更新した「外国につながりのある児
童生徒・保護者のための支援事業一覧（学校版）」を作成、配布しました。
③については、「学校でできる多文化ふれあい交流会」をオンラインと対面のハ
イブリット形式で開催し、各学校の取組状況についての情報交換を行いまし
た。

基
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　「豊かな心」を育成するためには、自らを律しつつ、他者
と協調し、他人を思いやる心や感動する心、社会性、公
共の精神などを育んでいく必要があります。子どもたちの
健やかな成長のため、読書活動、体験活動などを通し
て、道徳教育や人権尊重教育等の充実を図り、豊かな人
間性を育む取組を推進していきます。
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令和５年度の教育プラン事務事業の評価結果一覧 基本政策Ⅱ

基
本
政
策
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概要
番
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事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

12 子どもの体力
向上推進事業

児童生徒の健全な心身の育成をめ
ざし、地域スポーツ人材を活用しな
がら学校体育活動を充実します。

①中学校総合体育大会、市立小学校地区別運動会、小
学校陸上記録会の実施
②休み時間等を活用した外遊びや長縄跳びなどに取り
組む「キラキラタイム」の推進
③部活動実施への支援

目標を下回りました。
①中学校総合体育大会と小学校陸上記録会を実施しました。また、市立小学
校地区別運動会は各学校開催で実施しました。今後も実施方法等について継
続検討していきます。
②休み時間等を活用した外遊びや長縄跳びなどに取り組む「キラキラタイム」
の成果を競う「kawasaki キラキラ　みんなでチャレンジ」を実施しました（19校）。
③顧問教諭と連携・協力して技術的指導を行う部活動指導員を派遣しました。
なお、近隣大学への募集や指導時間等の勤務条件の見直しを実施し、安定的
な指導人材の配置に向けた取組を進めましたが、学校側の配置ニーズ（競技
種目や指導時間）とのマッチングに課題があり、目標を下回りました。次年度
は、市政だより等の広報により引き続き人材の安定的な確保を図るとともに、
学校へのヒアリングを行うなどしてミスマッチの解消を図っていきます。

13 健康教育推進
事業

疾患を早期発見し健やかな学校生
活を送るため、健康診断や健康管
理の実施、学校医等の配置を行い
ます。また、子どもたちの望ましい
生活習慣の確立、心の健康の保
持・増進、喫煙・飲酒・薬物乱用防
止等、各学校における健康教育の
一層の充実を図ります。

①新型コロナウイルス感染症防止対策の推進
②喫煙・飲酒・薬物乱用防止等の健康教育の推進
③児童生徒のアレルギー疾患への適切な対応の推進
④学校保健安全法に基づく各種健康診断の実施
⑤スクールヘルスリーダー派遣による若手養護教諭等へ
の支援
⑥学校における健康教育充実に向けた支援

ほぼ目標どおり達成できました。
①新型コロナウイルス感染症防止対策を推進するため、国庫補助金等を活用
して換気対策物品等を購入し、各校で活用しました。
②薬物乱用防止教室については中学校、高等学校で全校各１回実施しまし
た。
③児童生徒のアレルギー疾患への適切な対応のため、講演会を実施しまし
た。
④学校保健安全法に基づく就学時の健康診断及び定期健康診断（心臓病、
尿、結核含む）を実施し、疾病の予防に向けた受診指導や健康観察等、児童生
徒の健康管理を行いました。
⑤スクールヘルスリーダーを７校に派遣し、若手の養護教諭等への支援を行い
ました。
⑥学校における健康教育充実に向け、学校歯科保健指導推進事業を前年度
の実施結果の検証等を踏まえ小学校７校で実施しました。

14 健康給食推進
事業

児童生徒等の健全な身体の発達に
資するために、安全で安心な学校
給食の提供を効率的に行うととも
に、小中９年間にわたる一貫した食
育を推進します。

①川崎らしい特色ある「健康給食」の推進
②中学校完全給食の円滑な実施
③小学校及び特別支援学校の給食充実に向けた取組の
推進
④安全・安心で良質な給食物資の安定的な調達のため
の学校給食会の運営支援
⑤学校給食費の適正な徴収

目標どおり達成できました。
①川崎らしい特色ある「健康給食」の推進については、主要食材は国産品を使
用し、和風の天然だしを使った薄味で美味しい味付けの工夫や、「かわさきそだ
ち」の野菜を使用した献立を提供するなど、「健康給食」をコンセプトとした中学
校給食を推進しました。また、小中９年間にわたる体系的・計画的な食育の推
進については、栄養教諭を中核としたネットワークを活性化し、中学校区を拠点
として小・中学校をグループ化し、小・中学校、給食センター間の連携を図りま
した。さらに、大豆ミートを使用した給食献立をきっかけとして、学校給食におけ
るSDGsの取組について児童生徒が主体的に考える機会を創出し、学びを推進
しました。
②中学校給食の円滑な実施については、学校給食センターＰＦＩ事業モニタリン
グを適切に実施し、安全で安心な給食を安定的かつ円滑に提供しました。
③小学校及び特別支援学校の給食充実に向けた取組の推進については、故
障による機器の交換及び計画的な老朽機器の更新を35校で実施し、また、給
食調理業務を新たに４校で委託化を実施しました。
④安全・安心で良質な給食物資の安定的な調達のための学校給食会の運営
支援については、安定的に良質な給食物資を供給するため、給食物資の検査
や苦情発生時の迅速な対応を給食会と連携して行いました。また、給食会の運
営体制を維持していく上での適切な費用を補助し、健全な経営に向けた支援を
行いました。
⑤学校給食費の徴収を適切に実施したほか、新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金を活用し、保護者の負担軽減を図りました。また、オンラ
イン手続かわさき（e-KAWASAKI）を活用した学校給食の申込受付を開始し、保
護者や学校教職員の利便性向上を図ったほか、納期限を経過しても納付が確
認できない保護者等に対しては、文書や電話のほか、自宅への訪問等により
納付勧奨を行うなど、債務者間の公平性を確保するため、収入率の向上に向
けた取組を進めました。
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　「健やかな心身」を育成するには、たくましく生きるため
の健康な体や体力を育んでいく必要があります。生涯に
わたって健やかに生き抜く力を育むために、心身の調和
的な発達を図ることは大変重要です。本施策では、子ど
もの体力向上のための方策の推進やさらなる食育の充
実など、生涯を通じて健康で活力ある生活を送るための
基礎を培う取組を推進していきます。
　第２期実施計画の期間中には、新型コロナウイルス感
染症の影響により、市立学校全校で臨時休業となる事態
となりましたが、ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据え、
感染防止対策を講じながら教育活動を行い、子どもたち
が安心して過ごせるよう取組を進めていきます。
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事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

15 教育の情報化
推進事業

児童生徒の情報活用能力の育成、
教員の指導力の向上、学校業務の
効率化のために、ICT環境の整備、
研究や研修の充実、校務支援シス
テムの検証、運用等の取組を進め
ます。

①「川崎市立学校における教育の情報化推進計画」に基
づく取組の実施
②情報化推進モデル校を活用した取組の推進
③判断力の育成など情報モラル教育の充実と家庭との
連携推進
④学習活動等で必要となるＩＣＴ機器の更新・整備
⑤校務支援システムの活用を中心とした教職員の働き方
改革の推進
⑥ネットワーク環境の充実に向けた取組の推進

目標どおり達成できました。
①「川崎市立学校における教育の情報化推進計画」に基づく取組の実施につ
いて、重点事項の実現のため年３回の情報化推進協議会に諮り各事業を推進
しました。また、各学校が具体的に教育の情報化に取り組むことができるよう、
各校代表者参加の研修を４回、希望研修を３回、リクエスト研修を１回実施しま
した。
②情報化推進モデル校を活用した取組の推進について、情報化推進モデル校
２校で児童生徒の学校生活と学習の状況を把握して指導や評価に活かすため
の研究を進めました。また、得られた研究成果を全市の取組に活かしました。
③判断力の育成など情報モラル教育の充実と家庭との連携推進について、希
望研修１回、リクエスト研修４回を行い、教職員の情報モラル教育の質の向上
を図るとともに、保護者向けインターネットガイドによる家庭への啓発を図りまし
た。
④学習活動等で必要となるＩＣＴ機器の更新・整備について、GIGAスクール構想
下における教室のICT環境整備のあり方の検討を継続しています。今年度は、
小学校１校、特別支援学校４校及び高等学校３校の機器更新を実施しました。
⑤校務支援システムの活用を中心とした教職員の働き方改革の推進につい
て、システムによる効率的な帳票の作成を目的とした研修を４回実施しました。
また、校務支援システムの更なる活用促進を目的とした「学校訪問サポート」を
170回実施しました。外部可搬媒体については資産管理システムによる制御を
行い、適切で安全な活用が図れるようにしました。なお、授業・学習系データと
校務系データの連携については、国の動向を注視しながら検討を継続していま
す。
⑥ネットワーク環境の充実に向けた取組の推進について、国の動向を注視しな
がら、ネットワーク環境のあり方について検討を継続しています。

16 かわさきGIGA
スクール構想
推進事業

児童生徒の情報活用能力の育成・
教員の指導力の向上・スタディ・ロ
グの効果的な活用のために、研修
による人材育成や指導案検討など
推進校等における研究の支援、導
入アプリで得られる学習履歴（スタ
ディ・ログ）等からの教育データの整
理と活用、またそのための教育環
境の充実に取り組みます。

①「かわさきGIGAスクール構想」に基づく着実な人材育成
と現場におけるステップアップの支援
②学校での活用を促進する人的支援
③教科用デジタルコンテンツ等の活用に向けた検討
④学習履歴（スタディ・ログ）など教育データの整理と活用
⑤児童生徒数の増加等に対応したGIGA端末及び通信環
境の確保

目標どおり達成できました。
①推進協力校13校、研究推進校１校における支援を通して、かわさきGIGAス
クール構想ステップ３の実現に向けた研究を推進するとともに、授業公開等を
通して研究成果を横展開しました。加えて、文部科学省のリーディングDXス
クール事業にも参加し、ＧＩＧＡ端末を活用した先進的な授業実践を行い、市内
外にその成果を発表しました。また、他部署と連携して作成した「かわさきGIGA
スクール構想教職員向けハンドブックステップ３」を用いた研修も実施しました。
また、小・中・特別支援学校にICT支援員を計1,690回派遣しました。
②教職員のニーズやステージに応じて、希望研修を20回、リクエスト研修を12
回、それぞれ実施しました。
③学習者用デジタル教科書活用に向け、国の実証事業に参加するとともに、研
修会を１回開催しました。また、各部署のデジタル副読本作成を支援し、４つの
副読本を新たにサイトに掲載し、合計16コンテンツになりました。不登校等児童
生徒向けにオンライン学習システムの817アカウントを貸与し、家庭での学習支
援を行いました。
④スタディ・ログ活用に向けた研究を行うとともに、スタディ・ログを含めた教育
データ活用について学校でGIGAスクール構想を推進する教師（GSL）に年3回
研修を行いました。また、長期研究員による教育データの利活用に関する研究
も行い、その成果をセンター研究報告会及び論文として、発表しました。
⑤年度当初の児童生徒数の増加及び年度途中の追加にも迅速にGIGA端末を
追加配当を行いました。通信環境についても適切な保守・管理を継続して行
い、リモートでの緊急対応が可能な環境を維持しました。また、通信環境のアセ
スメントについては、文部科学省の実証研究事業に加えて、川崎市独自の調
査も行いました。

基
本
政
策
　
Ⅱ
　
学
ぶ
意
欲
を
育
て

、
「

生
き
る
力

」
を
伸
ば
す

施
策
４
　
教
育
の
情
報
化
の
推
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　令和３（2021）年１月、中央教育審議会の「令和の日本
型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能
性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現
～（答申）では、新型コロナウイルス感染症により一層先
行き不透明となる状況においては、目の前の事象から解
決すべき課題を見出し、主体的に考え、多様な立場の者
が協働的に議論し、納得解を生み出すことなど、新学習
指導要領で育成をめざす資質・能力が一層強く求められ
ることが示されています。これらを実現するための授業づ
くりにあたっては、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を
一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に
向けて授業改善を行っていくことが求められており、その
際、ICTを活用して、空間的・時間的制約にしばられずに
今までできなかった学習活動の新たな可能性を探ること
や、学習履歴（スタディ・ログ）の活用を図ることが重要で
あるとされています。
　本市においては、国等の動向を見据え、教育の情報化
に必要となるICT環境の整備・活用に関し、教育分野、校
務分野にわたる情報化施策として「川崎市立学校におけ
る教育の情報化推進計画」を策定し、その計画に基づ
き、着実に事業を推進していきます。
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　グローバル化、情報化の進展などの社会状況の変化に
伴い、生徒の能力や適性、興味・関心、進路希望等が一
層多様化しています。本施策では、市立高等学校で学ぶ
生徒一人ひとりが、多様な人々と協力し、主体性を持って
さまざまな課題の解決を図っていくために必要となる力を
身につけることができるよう、各校の特色を活かして多様
な学習ニーズに対応する教育活動の充実を図り、魅力あ
る市立高等学校づくりに向けた取組を推進していきます。

17 魅力ある高校
教育の推進事
業

魅力ある高校づくりのために、定時
制高等学校の再編、全県的な普通
科志向への対応、生徒や保護者、
市民の幅広いニーズに応えるため
の特色ある教育の展開を進めま
す。

①「市立高等学校改革推進計画」に基づく取組の推進
②高等学校における聴講生制度、図書館開放、開放講
座の実施
③川崎高等学校及び附属中学校における㇐貫した体系
的・継続的な教育の推進
④多様な主体との協働に向けた体制づくりと取組の推進

目標を達成しました。
①市立高等学校改革推進計画第２次計画に基づき、日本語指導の必要な生
徒に対する支援体制の充実として川崎高等学校定時制課程の在県外国人等
特別募集を開始しました。また、高津高等学校定時制課程２年生にキャリアに
関する科目を新たに設置し、卒業後の進路を見据えた教育体制を構築しまし
た。
②聴講生制度の講座を２回、開放講座を９回開催し、高等学校に対する市民
の理解や交流を深める取組を推進しました。
③川崎高等学校及び附属中学校において、体系的・継続的な中高一貫教育を
推進しました。
④地域連携を主体とした授業を全校で取り組み、令和５年度は橘高等学校の
「保育園交流」等を新たに実施しました。
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18 特別支援教育
推進事業

「第2期特別支援教育推進計画」に
基づき、共生社会の形成をめざした
支援教育の推進や、教育的ニーズ
に応じた多様な学びの場の整備、
小・中・高等学校における支援体制
の構築、教職員の専門性の向上等
を図ります。

①特別支援学校と通級指導教室のセンター的機能の強
化による小・中学校への支援
②エリア拠点校の設置と巡回方式による通級指導体制
の充実及び知能・発達の検査体制強化に向けた検討結
果に基づく取組の推進
③個別の指導計画の作成及び切れ目のない適切な引継
ぎの促進
④特別支援教育研修の実施による教員の専門性の向上
⑤医療的ケアを必要とする児童生徒の実情に合わせた
支援の実施
⑥長期入院・入所児童生徒への学習支援の実施
⑦一人ひとりの子どもの状況に応じた支援のための小・
中・高等学校における特別支援教育サポーターの配置
⑧小・中学校の特別支援学級への介助支援人材の配置
⑨福祉部門と連携した一人ひとりの教育的ニーズに応じ
た早期からの㇐貫した教育支援の実施
⑩関係機関と連携した社会的自立に向けた就労支援の
実施
⑪中央支援学校大戸分教室及び高等部分教室の計画
的な施設整備及び受入枠拡充に向けた県立特別支援学
校新設に向けた取組の推進
⑫児童生徒の実態に応じた交流及び共同学習の推進

目標どおり達成できました。
①特別支援学校センター的機能担当が、対象児童生徒が在籍する113校に支
援を行いました。通級指導教室センター的機能担当が通級による指導を受ける
児童生徒の在籍小・中学校を中心に、延べ1,624回の訪問を行いました。
②エリア拠点校について、これまで設置していた宮前区に加え幸区においても
新たに設置し、川崎区、幸区及び宮前区において巡回方式による指導を実施
しました。また、知能・発達の検査体制強化に向けて関係機関と連携し検討し
ました。
③改訂版のサポートノート（個別の教育支援計画）について、担当者会議や研
修等の場において、改めて活用の徹底を図りました。
④必修研修・希望研修については、36回実施しました。
⑤対象児童生徒30名に対し個々の医療的ケアの状況に応じた看護師配置を
行い、うち４名を対象に自立支援を行いました。
⑥東横恵愛病院訪問指導延べ23名、聖マリアンナ医科大学病院院内学級延
べ68名の児童生徒の学習支援を実施しました。
⑦小学校114校、中学校51校、高等学校４校（全・定）に特別支援教育サポー
ターを配置しました。配置回数については、19,330回以上を目標としていたとこ
ろ、22,413回配置しました。
⑧小・中学校の特別支援学級における介助支援人材については、重度の障害
のある児童が在籍する市内20校において、配置を行いました。
⑨健康福祉局等関係機関と連携し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた、切れ
目ない支援を実施しました。
⑩就労支援について、学校や庁内関係機関、事業者等と連携し、特別支援学
校高等部の就労支援を適切に実施しました。
⑪中央支援学校大戸分教室及び高等部分教室の教育環境の改善に向けた取
組については、設計等の取組をそれぞれ進めるとともに、高等部分教室の学
校化に向けた検討を進めました。また、県立特別支援学校設置に向けて、地域
からの要望を取りまとめ、その内容について設置者である神奈川県と協議・調
整を行うなど、取組を着実に進めました。
⑫小・中学校での通常の学級と特別支援学級との交流及び共同学習について
は特別支援学級を設置している全ての学校で実施し、特別支援学校在籍児童
生徒の居住地校交流については49名が直接交流を実施しました。

19 共生・共育推
進事業

豊かな人間関係を育む「かわさき共
生＊共育プログラム」を実践し、いじ
め・不登校の未然防止等を図りま
す。また、プログラムの「効果測定」
の活用により、児童生徒指導の充
実を図ります。

①各学校における授業の実施（年間６時間）の継続
②「かわさき共生＊共育プログラム」担当者研修の実施
（年２回）
③ICTを活用したエクササイズと効果測定の検証
④エクササイズ集を活用した取組の実施

目標どおり達成できました。
①各学校において年間７時間の授業を実施し、豊かな人間関係づくりに取り組
むことができました。
②「かわさき共生＊共育プログラム」担当者研修を、計画どおり２回実施しまし
た。令和５年度はSOSの出し方・受け止め方教育の取組が２年目であり、取組
をスタートした前年度と比較すると要請研修は減少しましたが、集合形式の研
修によって現代的課題の共通認識を図り、研究協力校を含む、要請校内研修
等を延べ45回実施することで、教職員の理解を深めることができました。
③研究協力校を中心に、新しい効果測定アンケートの実施状況を確認し、課題
を共有することができました。
④ＧＩＧＡ端末の整備によるネットワークコミュニケーションに対応したエクササイ
ズやSOSの出し方・受け止め方に関するエクササイズを、各学校で実施しまし
た。

　本市では、共生社会の形成に向け、「インクルーシブ教
育システム」の構築に取り組み、特別支援教育のさらなる
充実を図るとともに、教育的ニーズのあるすべての児童
生徒を対象とした支援教育を推進しています。今後もす
べての子どもが必要な教育的支援を受け、できる限り同
じ場で学ぶことを通じて、学習に参加している実感・達成
感を持ちながら、充実した時間を過ごす中で助け合い、
支え合って生きていく力を身につけることをめざします。
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事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

20 児童生徒支
援・相談事業

不登校やいじめの問題への対応と
ともに、子どもたちの豊かな心を育
むため、児童支援コーディネーター
やスクールカウンセラー等の配置・
活用を図ります。また、スクール
ソーシャルワーカーを各区に配置
し、関係機関との連携により児童生
徒の抱える課題の解決を支援しま
す。

①全市立小・中学校への支援教育コーディネーターの配
置
②コーディネーターのスキルアップに向けた研修の実施
③スクールカウンセラーの配置による専門的支援の充実
④小学校、特別支援学校へのカウンセラーの定期派遣
の推進
⑤スクールソーシャルワーカーによる学校・家庭等への
支援及び関係機関との連携強化（スクールソーシャル
ワーカー配置：12名）
⑥多様な相談機能による相談支援の実施

ほぼ目標どおりに達成できました。
①市立小・中・高等学校に支援教育コーディネーターを配置し、一人ひとりの児
童生徒に寄り添った支援を充実させることができました。
②参加するコーディネーターのニーズを把握し、実践につながるような研修を
行うことができました。
③夏休み後の児童生徒への不安の対応を含めスクールカウンセラーの専門性
を生かした支援を行うことができました。
④小学校・特別支援学校への学校巡回カウンセラーの定期派遣により、相談
活動だけでなく、教職員の児童理解について指導助言を行うことができました
が、経験のある人材の確保やカウンセラー一人当たりの担当校数の多さなど
の課題が残りました。
⑤スクールソーシャルワーカーを増員し、一人ひとりの状況を把握し、素早い対
応につなげることができました。
⑥電話や来所での相談等、相談者のニーズに合わせて、多様な相談機能を生
かした相談を進めることができました。来所での相談が長期化・複雑化し、申込
から相談までの待機日数が長期化していることへの対応については、他都市
の視察等を通じて把握した業務フローごとの課題に対して改善の取組を実施
し、相談の待機日数は、短縮傾向にあります。
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令和５年度の教育プラン事務事業の評価結果一覧 基本政策Ⅲ

基
本
政
策

施
策

概要
番
号

事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

21 教育機会確保
推進事業

不登校の児童生徒の居場所として
適応指導教室「ゆうゆう広場」を運
営し、きめ細やかな相談活動を通し
て、状況の改善を図り、学校への復
帰や社会的自立につなげるととも
に、中学校夜間学級の運営を行う
など、教育の機会確保を推進しま
す。

①不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援のための
居場所としての「ゆうゆう広場」の運営
②子どもたちの目線により近い支援・相談のためのメンタ
ルフレンドの配置・活用
③西中原中学校夜間学級の運営、希望者に対する入学
及び編入学相談の充実
④GIGA端末等を活用した長期欠席・不登校等の児童生
徒への支援
⑤不登校特例校設置可能性の検討も含めた不登校支援
の充実に向けた取組の推進

ほぼ目標どおり達成できました。
①「ゆうゆう広場」の運営については、登録者数が増えることが目的ではありま
せんが、昨年度以上に多くの児童生徒に対し、個別や小集団による様々な活
動を通して、社会的自立に向けた支援を行うことができました。
②メンタルフレンドについては、大学生・大学院生等を採用し、定期的に派遣す
ることで、支援の充実を図ることができましたが、安定的な人員確保のため、よ
り一層大学等との連携を進めていく必要があります。
③西中原中学校夜間学級について市民の方々に広く周知するとともに、学校と
教育委員会が連携を図り、夜間学級への希望者に対して、入学・編入学相談
や入学前見学、体験入学、入学手続きなどが円滑に行えるよう、運営を進める
ことができました。
④GIGA端末を活用した支援については、ICT環境の整備や学習ツールの配布
等、より良い体制整備をすることができました。
⑤本市の不登校対策の方向性を示した「不登校対策の充実に向けた指針
(案）」を策定し、不登校特例校の設置については、既存の取組の充実を図りな
がら引き続き検討することとしました。

22 海外帰国・外
国人児童生徒
相談・支援事
業

学校と関係機関が連携して、日本
語でのコミュニケーションに不安が
ある児童生徒等の相談・就学体制
づくりを進めます。また、日本語指
導等協力者（学習支援員）を派遣す
るとともに、特別の教育課程による
日本語指導体制づくりを進めます。

①海外帰国・外国人児童生徒に対する教育相談の実施
②初期段階の日本語学習と学校生活への適応支援
③特別の教育課程による日本語指導の実施
④多言語を用いた保護者等との円滑なコミュニケーション
手段の確保
⑤プレスクールの開催等を通じた円滑な就学に向けた支
援

目標どおり達成できました。
①②各区教育担当や学校、教育政策室で教育相談を行い、日本語指導の初
期段階や中学生への学習支援、学校生活への適応を支援するために、255人
の日本語指導初期支援員の新規配置を行いました。
③特別の教育課程による日本語指導を、国際教室担当者及び非常勤講師の
巡回により、対象児童生徒がいる全ての学校で実施しました。また、指導主事
が日本語指導を実施している学校を訪問し、児童生徒の状況に応じた指導に
ついて助言を行いました。さらに、日本語指導の充実のため、国際教室を担当
する教員や巡回非常勤講師を対象に、日本語指導や人権尊重教育に関する
研修を７回実施しました。
④希望する学校等に通訳機を27台配置し、計196台の配置となりました。また、
通訳・翻訳支援として、468件の通訳者の派遣等を実施しました。
⑤プレスクールについては、全区を対象に開催し、20組の外国につながりのあ
る児童及び保護者が参加しました。

23 就学等支援事
業

就学援助費や特別支援教育就学
奨励費、高等学校奨学金など、経
済的支援を行うとともに、法令等に
基づく、就学事務を適正に執行しま
す。

①就学援助費の支給による支援
②特別支援教育就学奨励費の支給による支援
③就学事務システムによる就学事務の円滑な実施
④高等学校奨学金の支給及び大学奨学金の貸付による
支援

目標どおり達成できました。
①新小・中学１年生（次年度入学）への新入学児童生徒学用品費の入学前支
給を1,850件支給しました。また、就学援助システムを活用し、所得確認作業
や、資金管理、支給事務等について円滑に実施しました。
②特別支援教育就学奨励費について、1,363件支給しました。
③就学事務システムを活用し、約25,000人の新入学生の学齢簿登録を含む就
学事務を円滑に実施しました。
④高校生への奨学金について学年資金を671件、入学支度金を166件支給しま
した。また、大学奨学金における貸付による支援について、新たに６件採用しま
した。

基
本
政
策
　
Ⅲ
　
一
人
ひ
と
り
の
教
育
的
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る

施
策
１
　
共
生
社
会
の
形
成
に
向
け
た
支
援
教
育
の
推
進
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令和５年度の教育プラン事務事業の評価結果一覧 基本政策Ⅳ

基
本
政
策

施
策

概要
番
号

事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

施
策
１
　
安
全
教
育
の
推
進

　学校安全を推進するためには、安全教育と安全管理の
両面からの取組が大切であり、学校の教育活動全体を通
じて計画的・組織的に、子どもたちの安全確保に取り組む
ことが求められています。本施策では、スクールガード・
リーダーや地域交通安全員を配置し、登下校時の交通事
故など地域におけるさまざまな危険から子どもたちを守る
取組を推進します。また、学校防災教育研究推進校にお
ける取組事例を共有すること等により各学校の防災力の
向上を図るとともに、地域や関係機関と連携した活動等
を通して、子どもたちの防災意識を高めます。

24 学校安全推進
事業

登下校時の交通事故等、地域にお
けるさまざまな危険から子どもたち
を守る取組を推進します。また、学
校防災教育研究推進校による研究
の推進等、各学校の防災力の向上
を図るとともに、子どもたちの防災
意識を高めます。

①学校を巡回し、通学路の危険か所のチェックや防犯対
策を行うスクールガード・リーダーの配置
②踏切等の危険か所への地域交通安全員の適正な配置
③通学路安全対策会議での議論を踏まえた危険か所の
改善の推進
④学校防災教育研究推進校による先進的な研究や成果
の共有と、各学校の実態に応じた防災教育の推進

ほぼ目標どおりに達成できました。
①スクールガード・リーダーについては、目標どおりの25名を配置しました。
②地域交通安全員については、学校からの要請を受けて配置基準に合致した
99か所に配置しました。
③通学路の危険か所については、通学路安全対策会議での議論を踏まえ、路
面標示の設置・補修や注意喚起の標示の設置などの改善を行いました。
④学校防災教育研究推進校については、目標どおりの7校を推進校に指定し、
各学校の実態に沿ったテーマで研究を実践し、報告書を全学校に共有しまし
た。

25 学校施設長期
保全計画推進
事業

既存学校施設の改修等の再生整
備手法により、より多くの学校の教
育環境改善を図るとともに、老朽化
対策、質的改善、環境対策による
長寿命化を推進します。また、計画
的に予防保全を実施します。

①「学校施設長期保全計画」に基づく長寿命化・再生整
備の推進
　校舎の工事：17校
　体育館の工事：13校
②緊急性の高い老朽化した給水管の適切な更新

目標を下回りました。
①学校施設の長寿命化・再生整備については、校舎16校、体育館３校で工事
を実施しました。入札不調の影響により校舎１校、改修方法の検討に時間を要
したことにより体育館10校の工事が未実施となりましたが、未実施分につきまし
ては令和６年度に工事実施します。
②給水管の適切な更新については、令和４年度入札不調により完成時期が遅
れた２校は、令和５年度内に完了しました。また、令和５年度に予定していた14
校については、４校工事完了し、10校については物価・人件費や工事費用の高
騰に起因する入札不調等によるスケジュールの見直しにより、令和６年度以降
の速やかな完了を目指します。

26 学校施設環境
改善事業

教育環境の向上をめざし、トイレの
快適化やバリアフリー化、エコス
クール化を進めます。また、地域の
防災力の向上に向け、非構造部材
の耐震化など、学校施設の防災機
能の強化を図ります。

①既存校のエレベーター設置の推進（完了校数：170校）
②普通教室の空調設備の更新方針の決定
③学校施設の防災機能の強化

目標どおり達成できました。
①既存校のエレベーター設置の推進（171校完了）
②小・中学校空調設備更新整備等事業について、事業者の募集と選定及び契
約締結を行いました。
③非常用発電機等の適正な維持管理を実施しました。

27 学校施設維持
管理事業

学校施設・設備の保守・点検や維
持管理、補修などを計画的に実施
します。

①学校施設・設備の保守・点検や維持管理、補修などの
実施（適切な保守・点検、管理、補修の実施）
②効率的・効果的な学校施設の管理（民間活用による管
理体制の検討、調査）
③学校プール施設の効率的・効果的な管理（方針に基づ
いた取組の推進）

目標どおり達成できました。
①学校施設等の保守点検や維持管理等の実施については、校舎（トイレ・窓ガ
ラス等）の定期清掃、植栽管理、環境衛生管理、警備等の安全管理、学校廃棄
物の適正処理及び減量化、建物・土地等の教育財産管理等を適正に実施しま
した。また、修繕の事務執行については、契約事務の手引きや局で作成した軽
易工事契約に係る事務取扱手引等の遵守を徹底しました。
②麻生区内学校施設包括管理業務について、包括事業者の募集と選定及び
契約締結を行いました。
③大戸小学校における民間プール活用の試行実施を行いました。また、新川
崎地区新設小学校（新小倉小学校）における民間プール活用に向けた取組を
推進しました。

施
策
３
　
児
童
生
徒
数
・
学
級
数
増
加
へ
の
対
応

　大規模集合住宅の開発や人口動態、また、「義務標準
法」の改正に伴う小学校の学級編制の標準の段階的な
引き下げを踏まえた学級数の推計に基づき、教室不足が
見込まれる場合には、一時的余裕教室等の普通教室へ
の転用や、校舎の増改築、通学区域の変更、学校の新
設等を計画的に行います。

28 児童生徒数・
学級数増加対
策事業

児童生徒の増加に的確に対応する
ため、各学校の児童生徒数の将来
推計値に基づき、教室の転用、校
舎の増改築、新校設置、通学区域
の見直し等の適切な対応を図り、良
好な教育環境の維持に努めます。

①住宅開発・人口動態を捉えた児童生徒数及び学級数
の推計の実施
②児童生徒の就学状況等の調査及び実態に合わせた通
学区域の検討
③新川崎地区の小学校新設に向けた取組の推進
④児童生徒数の動向や学級編制の標準の引き下げ等に
応じた計画的な施設整備
　　（工事着手：宮前平中、工事完成：坂戸小、新作小、南
百合丘小）

目標を下回りました。
①児童生徒数及び学級数の推計の実施については、住宅開発状況や人口
データを把握し、長期推計を作成しました。
②児童生徒数の動向等に応じた地域ごとの対応の検討については、長期推計
を基に増築等の対応が必要な学校を抽出し、施設整備に向けた計画を作成し
ました。また、児童生徒の就学状況等の調査及び実態に合わせた通学区域の
検討については、下作延地区における通学区域の見直しを行いました。
③新川崎地区における新設小学校（新小倉小学校）の取組については、令和７
年４月の開校を目指し、工事着手しました。
④校舎増築工事については、２校（新作小、南百合丘小）完了しました。坂戸小
については、工事着手後に校門前の歩道下に水路構造物が埋設されているこ
とが判明し、その対応に時間を要したため工事継続となりました。宮前平中に
ついては、入札不調のため、工事が令和５、６年度から令和６、７年度へと変更
となりました。

施
策
２
　
安
全
・
安
心
で
快
適
な
教
育
環
境
の
整
備

　「学校施設長期保全計画」に基づき、改修による再生整
備と予防保全により学校施設の老朽化対策、質的改善、
環境対策等を実施し、長寿命化を推進します。
　また、トイレの洋式化・ドライ化による衛生環境の改善
やエレベータ設置によるバリアフリー化を促進するととも
に、非構造部材の耐震化など、学校の防災機能の強化
に向けた取組を推進します。

基
本
政
策
　
Ⅳ
　
良
好
な
教
育
環
境
を
整
備
す
る
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令和５年度の教育プラン事務事業の評価結果一覧 基本政策Ⅴ

基
本
政
策

施
策

概要
番
号

事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

施
策
１
　
学
校
運
営
体
制
の
再
構
築

　学校に求められる役割が拡大する状況において、新た
な教育課題等に対応するため、教員が授業や学級経営、
児童生徒指導等の本来的な業務に一層専念できるよう、
学校運営体制の再構築に向けた取組を推進します。

29 学校業務マネ
ジメント支援事
業

学校の教育力を高めるため、諸経
費の適切な予算措置や教材の整備
等の学校運営支援を行うとともに、
教職員の勤務実態調査の結果を踏
まえ、業務の効率化に向けた取組
を推進します。

①学校運営体制の再構築に向けた取組（教職員勤務実
態調査結果を踏まえた取組の推進）
②学校業務効率化等による教職員の働き方・仕事の進
め方改革の推進（教職員事務支援員又は障害者就業
員：全小中学校配置、部活動指導員：66名）
③学校の円滑な運営に資する支援の実施

ほぼ目標どおり達成できました。
①令和４年３月に策定した「第２次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方
針」に基づく取組を総合的に推進するとともに、外部講師による業務改善支援
研修を７校で行いました。教職員勤務実態調査については、令和４年度に国に
おいて実施された勤務実態調査及び同調査結果（速報値）を参考に、本市にお
ける勤務実態調査として、教員の多忙感や負担感等を詳細に分析するための
意識調査を実施するとともに、「第２次教職員の働き方・仕事の進め方改革の
方針」の改定を見据え、学校現場における課題感の実態や学校内部での更な
る業務改善の可能性を視野に、小学校及び中学校校長会との意見交換会を開
催しました。
②教職員事務支援員又は障害者就業員の全小中学校への配置継続及び中
学校13校での複数配置を含めた部活動指導員の配置により、教員の負担軽減
等に取り組むとともに休日の部活動の地域移行に向け中学校10校26部活にお
いて実践研究を実施しました。部活動指導員については、近隣大学への募集
や指導時間等の勤務条件の見直しを実施し、安定的な指導人材の配置に向け
た取組を進めましたが、学校側の配置ニーズ（競技種目や指導時間）とのマッ
チングに課題があり、目標を下回りました。次年度は、市政だより等の広報によ
り引き続き人材の安定的な確保を図るとともに、学校へのヒアリングを行うなど
してミスマッチの解消を図っていきます。
③引き続き弁護士を会計年度任用職員として任用し、学校における法的問題
について校長等からの相談に対応できるようにしました。

30 地域等による
学校運営への
参加促進事業

学校教育推進会議の充実を図ると
ともに、学校・家庭・地域社会が一
体となって学校運営に取り組む学
校運営協議会を設置した学校（コ
ミュニティ・スクール）の取組の成果
を他の学校に波及させることなどに
より、学校・家庭・地域社会が連携
して、よりよい教育の実現をめざし
ます。

①家庭や地域に開かれた信頼される学校づくりと、地域
の創意工夫を活かした特色ある学校づくりをめざした学
校運営の推進
②学校運営協議会の運営支援及びコミュニティ・スクール
の拡充（コミュニティ・スクール96校）
③コミュニティ・スクールの実践成果の普及・啓発

ほぼ目標どおり達成できました。
①学校運営の推進については、学校運営協議会等を活用し、保護者や地域住
民等と学校の情報を共有しながら地域の特色を活かした学校づくりを進めまし
た。
②コミュニティ・スクール拡充について、各学校主催の学校運営協議会設置準
備会を開催できた44校については、設置できましたが、協議会委員の選考等
の調整がつかず当該準備会が開催できなかった４校は、設置できませんでし
た。４校に対しては、令和６年度の第一四半期中に設置できるよう学校運営協
議会の委員選定について助言するなど、準備会開催に向けた調整を行いまし
た。また、新規設置校を含めた92校のコミュニティ・スクールを訪問し、学校運
営協議会の運営状況等を把握しながら適正な運営確保のために、指導・助言
を行いました。
③実践成果の普及・啓発については、コミュニティ・スクール連絡会を開催する
とともに、学校運営協議会設置準備校を訪問して、リーフレットを活用して制度
の効果的な活用について情報提供しました。

31 地域に開かれ
た特色ある学
校づくり推進事
業

地域人材の活用を図るとともに、学
校の自主性・自律性を高めるなど、
特色ある学校づくりを進めます。ま
た、学校の取組を自主的・自律的に
改善するための仕組みとして学校
評価を推進します。

①学校がそれぞれの地域にある資源を活かした体験活
動などの企画を行う「夢教育21推進事業」等を活用した特
色ある学校づくりの推進
②各学校が、自らの教育活動等について、めざすべき目
標を設定し、その達成状況や取組等について評価するこ
とにより、学校の組織的・継続的な改善を図る、学校評価
の実施
③学校教育ボランティアの配置による学校活動の支援
④小中９年間を円滑に接続する小中連携教育の推進
⑤区における教育支援の推進
⑥学校運営費の効率的・効果的な執行

ほぼ目標どおり達成できました。
①「夢教育２１推進事業」を全校で実施し、学校がそれぞれの地域にある資源
をいかして特色ある学校づくりを進めました。
②学校評価の実施について、全校で自己評価及び学校関係者評価を実施しま
した。
③学校教育ボランティア配置による学校活動の支援については、ボランティア
コーディネーターを130校に配置し、学校教育活動の活性化を図りました。コー
ディネーターのなり手不足により目標値を下回りましたが、引き続き、保護者や
地域の理解や協力を得ながら取組を進めます。
④小中連携教育の推進については、小中連携教育担当者会での情報共有や
小中連携教育実践報告での効果的な取組を共有しました。
⑤区における教育支援の推進については、地域支援課や児童相談所等の関
係機関と適切に連携して子どもの支援を行いました。
⑥各学校の特色に応じた予算調整を実施しました。

　「地域とともにある学校」として、各学校が保護者や地域
の方々の理解と参画を得て、創意工夫しながら特色ある
教育活動に取り組めるよう、学校運営協議会の拡充、学
校評価の実施、夢教育21推進事業等の学校予算の自律
性の確保を図ります。
　学校が抱えるさまざまな課題について、専門機関や関
係部署、地域社会との連携を強化して解決していくため
に、区における教育支援を充実します。
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令和５年度の教育プラン事務事業の評価結果一覧 基本政策Ⅴ

基
本
政
策

施
策

概要
番
号

事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

32 教職員研修事
業

子どもたちと共に学び続ける教員で
あるために、ライフステージに応じ
た教職員研修を推進します。
特に、学校全体の教育力向上をめ
ざして、若手教員の資質向上とミド
ルリーダーの育成充実を図ります。

①育成指標に基づく教職員の資質・能力の向上をめざし
た研修の実施
②優秀な人材の確保に向けた、本市の教職を目指す人
のためのかわさき教師塾「輝け☆明日の先生」の実施

ほぼ目標どおりでした。
①育成指標に基づく研修を計画し、実施しました。必修研修としてライフステー
ジに応じた研修を13講座71回、その他の必修研修を24講座64回、希望研修を
37講座95回行い、計74講座230回実施しました。一人1台配布されたGIGA端末
を効果的に活用し、データでの資料提供や同時編集を活用した協議等を行っ
たり、研修の目的や内容に応じて単方向型（動画配信）及び双方向型オンライ
ン研修を実施することで、より効果的に教職員が学び続けることができる研修
体制の構築を図りました。
②９月から２月までの土曜日に６日間、かわさき教師塾「輝け☆明日の先生」を
設置し、講話講義等を６回、演習等を６回実施しました。

33 教職員の選
考・人事業務

施策推進に資する定数算定を行う
とともに、教職員採用についての検
討改善等による創意と活力にあふ
れた優秀な人材を確保します。ま
た、学校運営の活性化を図り、教職
員の意欲を引き出す人事異動を実
施します。

①35人学級への対応と効率的・効果的な施策推進に資
する定数算定や配当等の実施
②計画的な人事管理と、創意と活力にあふれた魅力的な
人材確保の推進

目標を下回りました。
①小学校における35人学級への対応のほか、教職員の持ちコマ数を減らし、
負担を軽減することや、専門性の高い教科指導による教育の質の向上等を図
るため、指導方法工夫改善担当教員から専科指導担当教員への更なる振替
や教科担任制（英語専科担当教員の拡充を含む）の導入・拡充（60人増）を行う
こと等の工夫により、効率的・効果的な定数配当を行いました。また、学校の適
正な運営の確保及び教育力の強化に向け、正規教員だけでは定められた授
業時間数への対応が困難な場合、学校の実情に応じて非常勤講師を配置する
等、適切な教職員の配置に努めました。
②小学校における教科担任制の導入に伴い、より専門性の高い教員を確保す
るとともに、小・中学校に人事交流を踏まえた人材育成を進めるため、中学校
から小学校への異動（13名）を実施したほか、特別支援学級における専門性の
高い教育の実現と、特別支援学校教員の人材育成を踏まえ、特別支援学校か
ら小・中学校への異動（22名）を促進するなど、人事異動方針及び人事異動実
施要領に基づき計画的な人事配置を行いました。また、育児短時間勤務制度
の積極的な運用により、育児休業で長期に職場を離れた職員が復帰しやすい
環境としました。教員採用試験では、より多様で優秀な人材の積極的な確保を
図るため、小学校区分において大学３年生を対象とする試験を実施しました。
また、採用に関する広報活動として、市内外、大学等での説明会を開催（176回
（11回減））したほか、SNSを積極的に活用した広報活動（フォロワー数1,641人
（3月13日現在、589人増））を行いました。これらの取組により、応募者は53人
増の1,255人となりました。さらに、昨年度に引き続き一般任期付教員の採用選
考を行いました。
しかしながら、35人学級の実施等に伴う教員定数や定年前の退職者数が増加
する中、全国的な教員のなり手不足等の影響により、小学校の新規採用者数
が募集者数を下回る（募集220名程度、採用192人）とともに、臨時的任用教員
の必要数を満たすことができず、令和６年度学級編制においては、学級担任が
不在となる影響を最小限にすることを教育的配慮として、義務標準法による標
準（５年生まで35人）を超える学級編制（学級編制の弾力的運用）を許容する状
況となりました。
今後は、広報活動を引き続き充実させるとともに、新たな地方会場の拡充など
試験方法の改善等を進め、人材の確保を図ります。

34 教育研究団体
補助事業

各教科の研究団体など、主体的に
事業を行っている教育研究団体に
補助金を交付することにより、学校
教育の充実発展に向けた研究活動
等を支援します。

①各団体の活動支援 目標どおり達成できました。
①各種団体に負担金等を補助し、活動を支援することで、本市の教育行政を進
める上で必要な上部団体との交流を通じて、常に最新の情報収集、情報交換、
研究の推進を図ることができました。
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　教職員の採用に関する広報活動の充実を図り、試験方
法等のさらなる工夫により、人間的魅力を備え、創意と活
力に溢れた多様で優秀な人材の確保を進めます。また、
学校における教育活動の充実を図るため、教員の力量
形成やキャリア形成に資する人事異動を行います。教職
員が研修・研究に取り組む時間の確保に努めるとともに、
ライフステージに応じた研修や校内研修など、さまざまな
研修機会を活用して、教職員一人ひとりの資質・能力の
向上を図ります。
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令和５年度の教育プラン事務事業の評価結果一覧 基本政策Ⅵ

基
本
政
策

施
策

概要
番
号

事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

施
策
１
　
家
庭
教
育
支
援
の
充
実

　近年の社会環境の変化に伴って家庭環境の多様化が
見られることから、関係部局や団体、企業等と連携しなが
ら、家庭教育の推進に取り組み、家庭の教育力の向上を
図っていきます。

35 家庭教育支援
事業

子育て期の市民を地域全体で支え
合う家庭教育環境を構築します。

①市民館等における家庭・地域教育学級等、家庭教育に
関する学習機会の提供
②ＰＴＡによる家庭教育学級開催の支援
③全市・各区「家庭教育推進連絡会」の開催による情報
共有の推進
④企業や地域団体等と連携した取組の推進
⑤オンライン講座やデジタル教材の提供、身近な施設等
での出張講座の開催の推進

ほぼ目標どおり達成しました。
①市民館における家庭・地域教育学級については、21回開催し、目標を上回る
家庭教育に関する学習機会の提供を行うことができました。
②PTAによる家庭教育学級については、108校での開催にとどまりました。しか
しながら、オンラインを活用するなど、工夫しながら開催する取組も行っている
ことから、引き続き、各校のPTAに個別の働きかけを行うなど、各校のPTA活動
の事情に応じた丁寧な支援に取り組んでいきます。
③全市と各区において「家庭教育推進連絡会」を16回実施しました。家庭教育
に関する好事例を横展開し、情報共有することができました。
④⑤企業や地域団体等と連携した家庭教育支援講座では、チラシを作成した
ほか、市ホームページでも広報を行い、家庭教育支援講座を1回実施しました。

36 地域における
教育活動の推
進事業

地域社会でいきいきと活動する市
民や、子どもたちの成長を見守り支
えている市民の意欲・力を、社会全
体の活力や地域の教育力の向上に
つなげられるよう支援します。
また、「川崎市子どもの権利に関す
る条例」に基づき、地域における子
どもの育ちや意見表明を促進しま
す。

①地域教育ネットワークの構築に向けた取組の推進に向
けた推進会議の開催
②地域教育会議における地域教育コーディネーターの設
置
③子ども会議や子ども集会などの充実による意見表明の
場の拡充
④地域のスイミングスクール等と連携した、子どもの泳力
向上プロジェクトの実施

ほぼ目標どおり達成できました。
①②地域教育ネットワークの構築に向け、有識者を招いた年２回の推進会議
の開催や、各中学校区におけるネットワークの活性化を担うコーディネーター
の委嘱（R４末時点：24中学校区　Ｒ５末時点：30中学校区）を進めるなど、地域
の教育力を高めるための取組を推進しました。
③子ども会議については、より広く子どもの意見をしっかり受け止めるため、年
間を通じて様々な企画を組み合わせ、一連の仕組みとして取り組みました。初
の試みとなる子どもたちと大人が話し合う機会を設けるなど、意見表明の機会
及び子どもの声を行政をはじめとする社会全体で受け止めるための取組を拡
充しました。
④市内32か所のスイミングスクール等と連携して水泳教室を開催しました。連
携するスイミングスクールが増加したことなどにより、参加を希望する方が増加
し、目標値を上回る多くの子どもたちの泳力向上に寄与することができました
（参加者数：2,965人）。

37 地域の寺子屋
事業

地域ぐるみで子どもの学習や体験
をサポートし、多世代で学ぶ生涯学
習の拠点づくりを進めることを目的
に、地域が主体となって子どもたち
に放課後週１回の学習支援と、土
曜日等に月１回の体験活動を行う
「地域の寺子屋事業」を推進しま
す。

①地域や学校の状況を踏まえた地域の寺子屋事業の推
進
②養成講座等による地域の寺子屋の運営に関わる人材
（寺子屋先生・寺子屋コーディネーター）の確保
③地域の寺子屋推進フォーラムの開催による普及・啓発
④地域ぐるみによる外国につながる子どもの学習支援等
の推進

目標を下回りました。
①地域や学校の実情に応じて寺子屋を拡充することとしており、現状で担い手
が見当たらないエリアがあるなどの課題により、目標値を下回っています。次
年度以降、未開講の多いエリアにおいて、地域の関係者に出向き、事業概要
の説明や寺子屋参加の後押しを行うとともに、フォーラム開催等の広報展開を
強化し、地域人材の掘り起こしを行うなど、新たな寺子屋の開講に向けた取組
を進めます。
②寺子屋先生養成講座を市内９か所で開催し、うち３か所は中学校の学習支
援を行う人材の養成を行い、合計で138人の参加がありました。また、寺子屋情
報交換会及び寺子屋先生スキルアップ研修を市内３か所でそれぞれ開催し、
合計で128人の参加がありました。
③12月17日に地域の寺子屋推進フォーラムを高津市民館で開催し、寺子屋関
係者を労うとともに、これまでの10年を振り返りながら、次の10年に向けた寺子
屋事業の更なる発展へと繋げました。
④地域ぐるみによる外国につながる子どもの学習支援等として、外国につなが
る子ども向け寺子屋を市内５か所で実施し、日本語学習の支援を進めました。

施
策
２
　
地
域
に
お
け
る
教
育
活
動
の
推
進

　地域教育会議のさらなる活性化や、地域の寺子屋事業
の推進など、地域の多様な人材や資源を活かして、地域
の教育力の向上を図る仕組みづくりを進めます。
　また、多世代がつながり、学び合い、子どもたちの学ぶ
意欲の向上と豊かな人間性の育成を図るとともに、連携・
協働に基づく持続可能なネットワークづくりを進めます。

基
本
政
策
　
Ⅵ
　
家
庭
・
地
域
の
教
育
力
を
高
め
る

28



令和５年度の教育プラン事務事業の評価結果一覧 基本政策Ⅶ

基
本
政
策

施
策

概要
番
号

事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

38 社会教育振興
事業

教育文化会館・市民館・分館におい
て、市民の学習や活動の支援、社
会教育を担う団体やボランティアの
育成、市民のネットワークづくりなど
を行うとともに、学習の成果や地域
の人材資源の活用を図り、市民の
力による地域の教育力とまちづくり
力の向上を図ります。

①市民が集う利用しやすい環境づくり
②多様な市民ニーズに対応した学びの支援
③多様な主体の参加と協働・連携による地域づくり

目標を下回りました。
①令和２年度に策定した「今後の市民館・図書館のあり方」に基づき、デジタル
化の進展への対応や学習機会提供の拡充を図るため、ICT活用に関するボラ
ンティア育成講座や、スマホ講座などICT活用に関する講座を実施しました。ま
た、より身近な地域での出張型講座等の開催に取り組んだほか、オンライン併
用での事業を実施することで、来館することが困難な方でも事業に参加するこ
とができる環境づくりを行いました。社会教育事業の実施数は、目標を下回っ
たため、引き続き、市民が参加しやすい実施形態の検討及び実施を行うととも
に、新たなニーズに対応した新規事業の実施を検討するなど、市民が集う利用
しやすい環境づくりに取り組んでいきます。
②学生を対象とした青少年教室や、様々な分野において豊富な経験や資格、
技術等を持っている市民が身近な学習支援者として活躍できるよう育成・支援
を行う市民講師活用事業等、令和４年度から行っている４種類の事業を計30事
業実施しました。
③市民自主学級や市民自主企画事業などにより、市民提案・協働での課題解
決型事業の推進と事業の企画委員会活動等を通じて地域人材の育成を行うこ
とができました。

39 図書館運営事
業

市民の読書要求に応え、市民の課
題解決に役立つために、多様な図
書館資料を収集・提供するととも
に、レファレンスの向上、インター
ネットやICTの活用、関係機関や学
校図書館との連携促進などを図り
ながら、効率的・効果的な図書館運
営をめざします。

①一人ひとりの市民が使いやすいしくみづくり
②多様な利用ニーズに対応した読書支援
③地域や市民に役立つ図書館づくりの推進

ほぼ目標どおり達成できました。
①様々な特集や資料展示による図書資料の紹介、読書普及講演会等のイベン
トを実施し、図書館だよりやホームページ等による多様な広報を行い、図書館
利用促進のための取組を推進しました。
②令和５年10月に図書館総合システムを更新し、蔵書検索・ホームページの機
能向上や新たにかわさき市立図書館アプリを導入することなどにより、効率的
な図書館の運営及び維持管理を行いました。自動車文庫(市内21ポイント)の運
行や、来館困難者、高齢者、障害者等への支援として対面朗読、郵送貸出
サービス、さらに有料（実費）宅配サービスを実施しました。また、試行的に導
入している「かわさき電子図書館」の利用実績やアンケート等を分析し、効果検
証を行いました。
③地域資料や課題解決等に役立つ広範な資料を収集し、蔵書の充実を図りな
がら、90.1万タイトルの図書館資料を市民に提供することができました。また貸
出冊数においては、令和5年9月4日～30日の期間、図書館システム更新により
貸出・予約等の通常サービスを休止したため、年間合計で前年度より減少した
数値となっていますが、その間、図書資料を活用しながらおはなし会や演奏
会、写真展、セミナーの実施などの読書支援を行いました。

施
策
１
　
自
ら
学
び

、
活
動
す
る
た
め
の
支
援
の
充
実

基
本
政
策
　
Ⅶ
　
い
き
い
き
と
学
び

、
活

　“市民自身が学び、その成果を地域での活動に活かす
ことで充実感を味わい、さらなる学びにつなげる”という、
学びと活動の循環を推進していくため、市民館・図書館に
おいて、学びを通して、人・つながり・地域づくりを支える
生涯学習の拠点をめざした取組や、市民にとって役立
つ、地域の中で頼れる知と情報の拠点をめざした取組を
進めていきます。
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　市民の生涯学習や地域活動の場としての学校施設の
有効活用の促進や、身近な社会教育施設等の利用環境
の向上を図るとともに、今後の市民館・図書館が、求めら
れる多様なニーズへ柔軟に対応していける体制づくりを
進めます。

40 生涯学習施設
の環境整備事
業

市民の生涯学習や地域活動の拠
点として、身近な学校施設を有効活
用するとともに、社会教育施設等の
環境整備を図るなど、市民の生涯
学習環境の充実を図ります。

①身近な地域における活動の場としての学校施設（校
庭、体育館、特別教室等）の更なる活用の推進
②老朽化した社会教育施設等の環境整備
③教育文化会館の労働会館との再編整備の推進
④宮前市民館・図書館の鷺沼駅周辺への移転・整備に向
けた取組
⑤市民館・図書館における多様なニーズに対応するため
の効率的・効果的な管理運営体制の構築

ほぼ目標どおり達成できました。
①校庭141校、体育館166校、特別教室等125校において学校施設を開放しまし
た。「みんなの校庭プロジェクト」の取組として、子どもたちを中心としたルール
づくりに取り組みながら、小学校における校庭開放の実施校を令和４年度44校
から令和５年度94校まで拡大しました。学校施設の更なる有効活用に向けた取
組として、モデル校において、利用手続の簡素化や施設の予約状況の可視化
を図るため、ＩＣＴを活用した予約システムや扉の施錠管理（スマートロック）等
の実証実験（計５校）を行うとともに、予約システム及びスマートロックの導入の
可能性を検討するためにサウンディング型市場調査（５事業者参加）を行い、令
和６年２月に「学校施設の更なる有効活用に向けた実施方針」を策定しました。
②老朽化した社会教育施設等の環境整備を進めるため、高津図書館の建具
改修工事等を実施するとともに、特定天井対策として高津市民館の大ホール
の特定天井の状況や設備等の劣化調査を実施しました。また、八ケ岳少年自
然の家の再編整備について、長期的な安全性を考慮し、現地での再編整備の
妥当性や富士見町内での移転整備の可能性等、幅広に検討しました。幸市民
館・図書館の改修について、ワークショップにおいて市民意見を聴取するととも
に、ＰＰＰプラットフォームにおいて民間事業者との対話を行った上で、民間活
用調整委員会で事業手法を決定し、基本計画案の方向性を取りまとめました。
③教育文化会館と労働会館との再編整備について、工事入札不調のため、開
館時期が遅れることとなりましたが、再度の入札手続きを行い、工事請負契約
を締結しました。また、令和４年度に策定した「（仮称）川崎市民館・労働会館
管理運営計画」に基づく運営内容の検討を行いました。
④宮前市民館・図書館の鷺沼駅周辺への移転・整備に向けた取組を進めるた
め、再開発準備組合による「鷺沼駅前地区再開発計画の再検証結果報告」に
おける検証後の再開発事業の全体スケジュールを踏まえ、本体事業の設計と
の調整を行うとともに、新宮前市民館・図書館における必要機能や諸室の規
模・配置等の検討を実施し、基本設計を完了しました。
⑤市民館・図書館における多様なニーズに対応する効率的・効果的な管理運
営体制を構築するため、指定管理者制度導入に伴う市民館条例及び図書館設
置条例の改正を行いました。
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41 社会教育関係
団体等への支
援・連携事業

生涯学習団体や主体的に活動する
社会教育関係団体への支援を行う
ことで、市民の生涯学習の機会の
充実を図ります。

①生涯学習財団、社会教育関係団体への支援による学
習機会の充実（参加者数：12,700人以上）

目標を下回りました。
①川崎市ＰＴＡ連絡協議会への支援については、ＰＴＡ活動の適正化と活性化
により、家庭や地域における子どもたちへの教育力の向上に係る取組に対し、
補助金の交付を行ったほか、行政と相互連携を図りながら、互いに活動を推進
しました。また、令和６年度に開催される全国研究大会に向け、会場の確保な
どの相談に応じて、必要な支援を行いました。また、生涯学習財団について
は、本市の生涯学習の推進のために、全市的・広域的視点から市民の課題解
決に向けた生涯学習の支援を行うとともに、多様な主体と連携し、市民の誰も
が、いつでも、どこでも自主的に生涯学習に取り組める環境づくりを進められる
よう補助金の交付や助言等を行いました。生涯学習財団の事業参加者数につ
いては、目標値には達していませんが、参加者の少ない教室を見直し、新たな
教室の開催や広報や講座のテーマ選定を工夫するなどの改善の取組により、
参加者数は増加していることから、引き続き参加者増加に向けた取組を継続し
ていきます。更に、本市における、平和・環境・子育てなど、様々な地域課題に
取り組んでいる川崎市地域女性連絡協議会に対し、補助金の交付や助言等を
行いました。平和・人権や男女共同参画、消費生活、環境などに関する学習・
実践及び情報交換が行われ、地域活動の充実が図られました。
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42 文化財保護・
活用事業

市民の郷土に対する認識を深め、
地域の人々の心のよりどころとし
て、文化の向上と発展に貢献する
ため、歴史の営みの中で、自然環
境や社会・生活を反映しながら、育
まれ、継承されてきた文化財の適
切な保存と活用を進めます。

①「文化財保護活用計画」の総括と「（仮称）文化財保存
活用地域計画」策定に向けた課題整理
②指定文化財の保存修理の実施
③専門的な知識を有する文化財ボランティアの育成・確
保（文化財ボランティアが参加した事業日数：20日以上）
④埋蔵文化財の発掘調査等の実施

①「川崎市文化財保存活用地域計画」は、川崎市文化財保存活用地域計画策
定懇談会を３回開催、川崎市文化財審議会３回、川崎市社会教育委員会議で
４回意見聴取しながら、計画（案）を作成し、市民説明会やパブリックコメントを
経て、予定どおり策定しました。
②指定文化財の保存修理は、下原遺跡出土土器、細山坂東谷古墓出土火葬
骨蔵器等について実施しました。
③保護・活用事業への文化財ボランティアの参加については、市内の庚申塔に
ついて「川崎市石造物調査報告書」の追跡調査のほか、地名資料室の教育普
及事業の運営補助等延べ35日活動しました。
④埋蔵文化財の発掘調査は、早野上ノ原遺跡第７次調査、下作延巳ノ谷遺跡
第14・15次調査、末長遺跡第７地点等適切に実施しました。

43 橘樹官衙遺跡
群保存整備・
活用事業

古代川崎の歴史的文化遺産を後世
まで継承するため、市内で初めて
国史跡に指定された「橘樹官衙遺
跡群」の保存・活用を図ります。

①「国史跡橘樹官衙遺跡群保存活用計画」に基づく保存
管理・活用の実施
②橘樹官衙遺跡群活用事業の実施
③市民との協働による史跡環境の整備・維持の推進
④「国史跡橘樹官衙遺跡群整備基本計画」に基づく取組
の推進
⑤橘樹官衙遺跡群の調査・研究の推進

目標を上回って達成できました。
①「国史跡橘樹官衙遺跡群保存活用計画」に基づく保存管理・活用について
は、有識者会議を３回を実施するとともに、史跡地内の除草・剪定業務を４回、
仮整備業務を１回実施し、史跡の適切な保存管理を行いました。
②橘樹官衙遺跡群活用事業については、飛鳥時代の復元倉庫の立柱イベント
に90人、復元工事見学会に350人、茅葺見学会191人、史跡に隣接する橘小学
校との連携授業（３年生２回・６年生２回計541人）、史跡めぐり２回で63人、橘
樹学講座３回で155人、発掘調査現地見学会１回で86人、野川小学校６年生見
学会40人の参加があるとともに、職員を講師として３回派遣し計350人の市民
等に講義を行い、目標の390人を上回る1,866人の実績をあげ、市民の史跡へ
の理解を促進し、関心を高めることができました。
③市民との協働による史跡環境の整備・維持の推進については、影向寺重要
文化財・史跡保存会や地元町内会を母体に設立された橘樹郡衙跡史跡保存
会等と協働して史跡環境保全を実施しました。
④「国史跡橘樹官衙遺跡群整備基本計画」に基づく整備の推進については、橘
樹官衙遺跡群調査整備委員会の指導・助言を受けつつ、備基本計画短期計画
第1期の緑地整備及び建物復元工事を実施しました。
⑤橘樹官衙遺跡群の調査・研究の推進については、千年伊勢山台遺跡［橘樹
郡家跡］（第39次］と影向寺遺跡（第35～39次）の発掘調査を実施しました。
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　「川崎市文化財保護活用計画」に基づき、地域と連携し
ながら市民が文化財に親しむ機会の充実を図り、文化財
ボランティア等の地域人材の育成・確保を図ります。ま
た、国史跡橘樹官衙遺跡群の保存管理・活用・史跡整備
等を計画的に推進します。
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事務事業名 事務事業の概要 当該年度の主な取組内容（目標） 主な取組の実績

44 日本民家園管
理運営事業

国・県・市の指定文化財25件を有す
る日本有数の古民家の野外登録博
物館として、その貴重な文化財を適
切に保存・活用し、市民の文化・学
術・教育の向上を図るため、「日本
民家園」を運営します。

①江戸時代の古民家の野外展示
②伝統的生活文化に関する企画展示及び各種講座等に
よる教育普及事業の実施
③観光客の積極的誘致に向けた広報活動の実施
④文化財建造物・民具などの保存整備と調査研究
⑤生田緑地における他博物館や美術館と連携した取組
の推進
⑥「（仮称）川崎市立日本民家園運営基本方針」の策定に
向けた準備・調整
⑦計画的な施設の補修等の推進（文化財建造物を除
く。）

アンケート満足度及び来園者数について、目標を下回りました。
①アンケート満足度及び来園者数については、野外施設であることから気候の
影響を大きく受け、目標を下回りました。今後は気候の影響を受けにくい取り組
みを積極的に展開するなど、来園者増に向けて取り組みます。
②教育普及事業は、コロナ禍で中止していた夜間公開を再開するなど各種行
事を実施するとともに、調査報告や資料目録をオンラインで公開するなど公式
サイトのコンテンツ充実を図りました。
③広報活動については、ＳＮＳ等を活用して情報発信を行うなど計画どおり実
施しました。
④保存整備については、耐震工事等を計画どおり実施しました。調査研究につ
いては、開催した企画展に合わせ実施しました。
⑤事業連携については、青少年科学館との連携イベントを計画どおり実施しま
した。
⑥事業を効率的・効果的に進め、魅力向上を図るため、関係局、市民団体と調
整を図りながら運営基本方針を策定しました。
⑦計画的な施設の補修等については、園路補修・排水工事を実施し、バリアフ
リー化と環境改善に取り組みました。

45 青少年科学館
管理運営事業

自然・天文・科学の３つの柱を中心
に、市民の科学知識の普及啓発や
科学教育の振興のため、市唯一の
自然系登録博物館として、「青少年
科学館」（かわさき宙と緑の科学館）
を運営します。

①「青少年科学館運営基本計画」に基づく事業推進
②自然・天文・科学の３分野の実物・標本・模型などの資
料展示（年間来館者数：291,000人）
③自然観察教室や科学実験教室など、体験を通した教
育普及の取組の推進
④プラネタリウム「MEGASTAR-Ⅲ FUSION」を活用した天
文知識の普及啓発の実施
⑤ボランティア、市民活動団体等の育成・支援
⑥生田緑地における他博物館や美術館と連携した取組
の推進
⑦計画的な施設の補修等の推進

目標を下回りました。
①おおむね10年間を計画期間とする当館事業の方向性を示す第２期運営基本
計画に基づく事業推進については、学芸職員を中心に中長期の視点をもって
収集保存、展示、調査研究、教育普及等の博物館事業に取り組みました。
②年間来館者数については、新型コロナウイルス感染症５類移行後は各定員
や運営方法を段階的にコロナ禍前に戻しながら実施しましたが、酷暑などの気
象条件なども影響し、238,240人となりました。その中でも四季ごとに生田緑地
の動植物を紹介する展示や火山灰の実物展示を行うなど、来館者の理解を深
める展示に取り組みました。また、来館しなくても家庭で科学館の魅力に触れ
てもらえるよう館のホームページで公開を開始した、「おうちで楽しむデジタル
科学館」について継続して発信するとともに、天文、動植物に関する情報を展
示やＳＮＳで積極的に発信しました。今後も、来館者増に繋がるようSNS等を活
用した広報や科学館事業に取り組みを行います。
③自然観察教室や科学実験教室など、体験を通した教育普及の取組の推進
については、サイエンスワークショップなどの科学実験教室は実施方法や定員
などを段階的にコロナ禍前に戻しつつ実施し、参加者数は11,521人となりまし
た。今後も実施方法等を工夫しながら、より多くの市民参加がなされるよう事業
を実施します。
④プラネタリウムを活用した天文知識の普及啓発の実施については、実施方
法や定員を段階的にコロナ禍前に戻しつつ事業を行い、プラネタリウムワーク
ショップ（135人）、各種天体観測会（2,139人）、コンサート（148人）、講演会（235
人）を開催しました。また、プラネタリウムの有効活用として一般団体が貸切利
用できる「星空自由空間」については、乳幼児が星空を楽しむ場として利用され
るなど、１回実施しました。今後も実施方法等を工夫しながらより多くの市民参
加がなされるよう事業を実施します。
⑤研修会の実施等によるボランティアの育成、市民活動団体等の支援につい
ては、自然サポーター研修会（４回）、科学サポーター研修会（６回）を開催し、
「星を見る夕べ」など天体観測会において修了者の活用を図るとともに、サイエ
ンスワークショップなど科学実験教室を市民活動団体と連携して実施しました。
今後も実施方法等を工夫しながらより多くの市民参加がなされるよう事業を実
施します。
⑥生田緑地における他博物館や美術館と連携した取組については、日本民家
園との連携により「七夕」「お月見」事業を実施しました。また、生田緑地近隣の
日本女子大学附属高等学校天文クラブと連携したプラネタリウム発表会や、星
空ウォッチングでは環境局と、震災特別番組「星よりも、遠くへ」では危機管理
本部と、企画展「誕生100年プラネタリウムの秘密」では川崎区と、ウクライナ特
別投影では健康福祉局と連携し、市制100周年動画を一般投影の前に放映す
るなど、本市の施策に貢献できるよう、庁内外様々な機関と連携した事業を実
施しました。
⑦計画的な施設の補修等の推進については、指定管理者と連携して補修計画
を立案するとともに、利用者の安全に関わる箇所を最優先に、長寿命化に配慮
しながら迅速かつ効率的に補修等を実施しました。

基
本
政
策
　
Ⅷ
　
文
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魅
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を
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施
策
２
　
博
物
館
の
魅
力
向
上

　日本民家園における民家の暮らし調査や、かわさき宙
と緑の科学館における市域の生物調査などにより、各施
設の専門性を充実させるとともに、学校・地域等との連携
により博物館活動を推進し、各施設の魅力向上を図りま
す。
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